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ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ 

 

 当社は、平成１９年６月２６日開催の当社第１４１回定時株主総会において、会社法

第２３８条及び第２３９条の規定に基づき決議いたしました新株予約権の発行について、

本日開催の取締役会において下記のとおり具体的な内容を決定いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．新株予約権の割当日     平成１９年９月１１日 

２．新株予約権の発行数     ２,０５３個（新株予約権１個当りの目的となる 

                株式数１,０００株） 

３．新株予約権の目的となる   当社普通株式 ２,０５３,０００株 

  株式の種類及び数 

４．新株予約権の発行価額    無償 

５．新株予約権行使に際して   平成１９年９月１１日に決定する。 

  払込む金額 

６．新株予約権の行使により発行 平成１９年９月１１日に決定する。 

  または移転される株式の総額 

７．新株予約権の行使期間    平成２１年７月１日から平成２４年６月３０日まで。 

８．新株予約権の行使により株式  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合におい 

を発行する場合における増加   て増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条第 1 

する資本金及び資本準備金に   項に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1の 

関する事項                   金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、 

その端数を切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の

額を減じた金額とする。 

９．新株予約権の募集対象者   当社の取締役･執行役員･従業員及び子会社取締役の 

                合計７１０名。 

  

【ご参考】 

（１）定時株主総会付議のための取締役会決議日   平成１９年５月１１日 

（２）定時株主総会の決議日            平成１９年６月２６日 

 

 

以 上 


